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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和3年12月23日(2021.12.23)

【公開番号】特開2020-45506(P2020-45506A)
【公開日】令和2年3月26日(2020.3.26)
【年通号数】公開・登録公報2020-012
【出願番号】特願2018-172385(P2018-172385)
【国際特許分類】
   Ｃ２２Ｃ  21/00     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/04     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ  11/04     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ  11/16     (2006.01)
   Ｃ２２Ｆ   1/00     (2006.01)
   Ｃ２５Ｄ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２２Ｃ   21/00     　　　Ｃ
   Ｃ２２Ｆ    1/04     　　　Ｌ
   Ｃ２５Ｄ   11/04     ３０８　
   Ｃ２５Ｄ   11/16     　　　　
   Ｃ２５Ｄ   11/16     ３０１　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６０２　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６１２　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６１３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８１　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６８３　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｂ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６７１　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６４０Ａ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６３０Ｄ
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６２４　
   Ｃ２２Ｆ    1/00     ６９１Ｃ
   Ｃ２５Ｄ   11/00     ３０２　

【手続補正書】
【提出日】令和3年11月15日(2021.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　Ｓｉの含有量が０．２０重量％以上０．５３重量％以下であり、Ｆｅの含有量が０．１
８重量％以下であり、Ｃｕの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｍｎの含有量が０．１
０重量％以下であり、Ｍｇの含有量が０．４５重量％以上０．９重量％以下であり、Ｃｒ
の含有量が０．１０重量％以下であり、Ｚｎの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｔｉ
の含有量が０．０４重量％以下であり、且つ残部がＡｌ及び不可避的不純物からなり、
　アルミニウム基材と、
　前記アルミニウム基材の基材表面に形成されたアルマイト皮膜と、を備え、
　前記基材表面に前記アルミニウム基材の長手方向に沿ってヘアラインが複数形成され、
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　前記アルマイト皮膜の厚みは４μｍ以上１０μｍ以下であることを特徴とするアルミニ
ウム形材。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明のアルミニウム形材は、Ｓｉの含有量が０．２０重量％以上０．５３重量％以下
であり、Ｆｅの含有量が０．１８重量％以下であり、Ｃｕの含有量が０．１０重量％以下
であり、Ｍｎの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｍｇの含有量が０．４５重量％以上
０．９重量％以下であり、Ｃｒの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｚｎの含有量が０
．１０重量％以下であり、Ｔｉの含有量が０．０４重量％以下であり、且つ残部がＡｌ及
び不可避的不純物からなり、アルミニウム基材と、前記アルミニウム基材の基材表面に形
成されたアルマイト皮膜と、を備え、前記基材表面に前記アルミニウム基材の長手方向に
沿ってヘアラインが複数形成され、前記アルマイト皮膜の厚みは４μｍ以上１０μｍ以下
であることを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２１】
　アルミニウム形材１０は、少なくともＪＩＳのＡ６０６３の規格を満たす。つまり、ア
ルミニウム形材１０では、Ｓｉの含有量が０．２０重量％以上０．６重量％以下であり、
Ｆｅの含有量が０．３５重量％以下であり、Ｃｕの含有量が０．１０重量％以下であり、
Ｍｎの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｍｇの含有量が０．４５重量％以上０．９重
量％以下であり、Ｃｒの含有量が０．１０重量％以下であり、Ｚｎの含有量が０．１０重
量％以下であり、Ｔｉの含有量が０．１０重量％以下であり、且つ、残部はＡｌ及び不可
避的不純物からなる。前述のＡ６０６３の規格で下限値が規定されていないＦｅ，Ｃｕ，
Ｍｎ，Ｃｒ，Ｚｎ，Ｔｉのそれぞれの含有量の下限値は、基本的に０．００重量％とする
。
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